
 

 

 

発信日：2025 年 11 月 17 日 

《福岡県外国人技能実習生受入組合連絡協議会》 情報通信 第279号

在留資格「特定技能 1号」の通算在留期間（原則5年以内）について 
詳しくは、出入国在留管理庁HPを確認ください。 

https://www.moj.go.jp/isa/10_00233.html 

 
 

 

 

今回のテーマ「特定技能1号の通算在留期間」について 

 

https://www.moj.go.jp/isa/10_00233.html

